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令和６年度神奈川県交通安全協会事業報告

公益財団法人神奈川県交通安全協会（以下「県交通安全協会」という）

は、「交通事故のない安全で安心な地域社会の実現」を目指し、関係機関・

団体及び地区交通安全協会と連携の上、地域に根ざした各種交通安全活動

を積極的に推進している。

令和６年度は、「令和６年度神奈川県交通安全協会事業計画」に基づき、

交通事故の発生を抑え交通死亡事故を更に減少させるため、県や県警察の

指導を得ながら地区交通安全協会、関係機関・団体と連携を図り、

① 子どもから高齢者まで、歩行者を交通事故から守る各種活動の推進

② 二輪車の交通事故防止に資する各種活動の推進

③ 自転車の交通事故防止とヘルメットの着用推進

④ 飲酒運転等の危険な運転を根絶する活動の推進

の４点を交通安全活動の重点とし、交通安全思想の普及・啓発活動を積極

的に推進するとともに、講習関係事業等の各事業を着実に推進した。

その結果、昨年の本県における交通事故の状況は、発生件数20,754件、（前

年比－1,116件）、負傷者数24,105人（同－1,539人）、交通事故死者数は109

人(同－６人)といずれも減少した。

死者数は、統計の残る1948（昭和23）年以降で過去最少となり、第11次

神奈川県交通安全計画で掲げた「年間の24時間死者数130人以下」の目標を、

３年連続で達成した。

県交通安全協会が、令和６年度中に行った各種交通安全活動及び公益事

業等の概要は次のとおりである。

１ 交通安全思想の普及・啓発活動事業

歩行者、自転車利用者、自動車運転者等道路交通社会に関わる県民一

人ひとりに交通安全思想の普及・浸透を図るため、その根幹となる「交

通ルールを守る」という社会全体の規範意識の向上に努めた。

(1) 令和６年度神奈川県交通安全県民運動への積極的参加

ア 年間運動 ～７運動～

(ｱ) 交通安全ひとこえ運動

地区交通安全協会が行う各期の交通安全運動、各種キャンペー

ン等において、県民の交通安全意識を高めるため、交通安全への
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積極的な声かけを支援した。

(ｲ) 高齢者交通事故防止運動

高齢歩行者の交通事故が多いことを踏まえ、地区交通安全協会

において、高齢者を対象とした交通安全講習、各種キャンペーン

を実施しているが、その際に配布する夜間における事故を防止す

るための反射材を提供した。

○ 各種キャンペーンを49回実施し、2,221人に反射材を配布し

た。

(ｳ) 自転車マナーアップ運動

自転車の安全利用を促進するため、自転車シミュレーターや自

転車の交通安全を内容とするＤＶＤの貸出を行うなど、自転車安

全教育の支援を行った。

(ｴ) 二輪車交通事故防止運動

二輪車事故を防止するため、県警察及び神奈川県二輪車普及安

全協会の二輪車安全運転指導員の協力を得て、県警察運転免許セ

ンターや各地区自動車学校等において、二輪車安全運転講習会「か

ながわバイリカレントスクール」等を18回実施、637人に対し講習

を行った。

(ｵ) 暴走族追放運動

暴走族追放に対する意識を高めるため、暴走族の実態や危険性

についての広報啓発活動を実施して、暴走族追放を県民に強く訴

えかけた。

（ｶ） 違法駐車追放運動

交通事故の要因となる違法駐車を防止するため、違法駐車追放

ポスター等を掲示するとともに、「かながわの交通」及びＸ（旧ツ

イッター）を通じて、悪質・危険な違法駐車の追放を県民に強く

訴えかけた。

（ｷ） 飲酒運転根絶運動

飲酒運転の根絶を呼びかけるポスター等を掲示するとともに、

ハンドルキーパー運動の普及拡大を目的に作成した「ハンドルキ

ーパーバッジ」を地区交通安全協会に配付して、飲酒運転根絶運

動を支援した。

イ 各季の運動

(ｱ) 春の全国交通安全運動 〔４月６日（土）～15日（月）〕
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ａ 期間中の交通安全資器材の貸し出し

○ シートベルト・エアバッグ衝撃体感装置 １回

○ クイックアーム ３回

○ 視野診断計 １回

○ ミニ白バイ ２回

ｂ 県下の活動

○ 街頭指導 520回 8,395人参加

○ 広報車による広報 255回 561人参加

○ 交通安全パトロール 133回 396人参加

○ 街頭キャンペーン 88回 2,742人参加

○ 子どもの交通安全教室 43回 3,763人参加

○ 高齢者の交通安全教室 ７回 271人参加

ｃ 期間中の各地区交通安全協会への支援

○ 新入学児童向けの

ＡＢＣ・九九ファイル ８万5,000枚

○ 「ゼロの日」ティッシュ ５万個

(ｲ) 夏の交通事故防止運動 〔７月11日（木）～20日（土）〕

ａ 期間中の交通安全資器材の貸し出し

○ 運転操作検査器 １回

○ 視野診断計 １回

○ クイックアーム ４回

○ 自転車シミュレーター １回

○ ミニ白バイ ２回

ｂ 県下の活動

○ 街頭指導 306回 5,199人参加

○ 広報車による広報 263回 636人参加

○ 交通安全パトロール 62回 144人参加

○ 街頭キャンペーン 65回 1,563人参加

○ 子どもの交通安全教室 26回 1,335人参加

○ 高齢者の交通安全教室 ２回 70人参加

○ 自転車の安全な乗り方教室 14回 2,038人参加

○ 自転車の街頭点検 １回 100人参加

(ｳ) 秋の全国交通安全運動 〔９月21日（土）～30日（月）〕

ａ 期間中の交通安全資器材の貸し出し



- 4 -

○ シートベルト・エアバッグ衝撃体感装置 １回

○ 高齢者疑似体験セット ２回

○ クイックアーム ８回

○ クイックステップ １回

○ 自転車シミュレーター ２回

○ ミニ白バイ ３回

ｂ 期間中の各地区交通安全協会への支援

○ 「ゼロの日」ティッシュ ５万個

ｃ 県下の活動

○ 街頭指導 428回 6,600人参加

○ 広報車による広報 256回 512人参加

○ 交通安全パトロール 104回 268人参加

○ 街頭キャンペーン 84回 2,004人参加

○ 子どもの交通安全教室 17回 1,887人参加

○ 高齢者の交通安全教室 10回 607人参加

○ 自転車の安全な乗り方教室 18回 1,935人参加

○ 自転車の街頭点検 ３回 169人参加

(ｴ) 年末の交通事故防止運動 〔12月11日（水）～20日（金）〕

ａ 期間中の交通安全資器材の貸し出し

○ クイックアーム ３回

○ ミニ白バイ １回

ｂ 県下の活動

○ 街頭指導 596回 8,688人参加

○ 広報車による広報 315回 688人参加

○ 交通安全パトロール 44回 248人参加

○ 街頭キャンペーン 129回 2,637人参加

○ 子どもの交通安全教室 ７回 424人参加

○ 高齢者の交通安全教室 ５回 277人参加

○ 自転車の安全な乗り方教室 ４回 145人参加

○ 自転車の街頭点検 ６回 164人参加

ウ 交通安全の日

(ｱ) 県民交通安全の日〔毎月～１日〕

(ｲ) チリリン・デー〔毎月～５日〕

(ｳ) 高齢者交通安全の日〔毎月～15日〕
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(ｴ) ゾーン30の日〔毎月～30日〕（２月を除く）

毎月行われる(ｱ)～(ｴ)の交通安全の日について、ホームページ

やＸ（旧ツイッター）を活用して県民への周知を行うとともに、

地区交通安全協会が行う交通安全活動への支援を積極的に推進し

た。

(ｵ) シートベルトの日〔４月10日（水）〕

体験教室やキャンペーンにおいて、「シートベルト・エアバッグ

衝撃体感装置」の貸出を行い、交通安全活動を支援した。

(ｶ) 交通事故死ゼロを目指す日 〔４月10日（水）、９月30日（月）〕

春（４月10日）、秋（９月30日）の全国交通安全運動期間中の両

日、各地区交通安全協会が主催するキャンペーンにポケットティ

ッシュ等を配付し、交通安全活動を支援した。

○ ポケットティッシュを54地区に春・夏合わせて合計10万個

配付

エ 特別対策等

(ｱ) 神奈川県交通死亡事故多発警報

県内では、令和７年２月18日から同月24日までの７日間に、７

件の交通死亡事故が発生し、「神奈川県交通死亡事故多発警報実施

要綱」に定める警報の発表基準（７日間で７件以上）に該当した

ため、２月25日から３月３日までの間、神奈川県交通死亡事故多

発警報が発表された。

(ｲ) 交通事故防止特別対策

当協会では、警報発表期間中、各地区交通安全協会に対して、

死亡事故発生概要及び広報重点等について通知文を発出し、地元

警察署及び関係機関等と連携した特別対策に対応した活動を支援

した。

(ｳ) 自転車交通事故防止対策

自転車利用者の交通安全意識を高めるため、「かながわの交通」

及びＸ（旧ツイッター）を通じて、積極的な広報啓発活動を展開

した。

また、自転車保険加入の促進及び全ての自転車利用者に対する

ヘルメット着用努力義務の周知の徹底に努めた。

(ｴ) 高齢者交通事故防止対策

交通事故発生件数に占める、高齢者がかかわる事故の割合が年
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々増加しているため、高齢者の交通安全意識を高めることを目的

に、Ｘ（旧ツイッター）を通じた積極的な広報啓発活動を展開し

た。また、高齢運転者や、その家族に対し運転免許証の自主返納

制度の周知を図った。

(ｵ) 飲酒運転根絶対策

飲酒運転を根絶するため、Ｘ（旧ツイッター）を通じ、家庭、

職場、地域が一体となり、ハンドルキーパー運動を推奨する広報

啓発活動を実施し、飲酒運転を「しない、させない、ゆるさない」

を合言葉に、飲酒運転を許さない社会づくりを推進した。

オ 交通安全コンクール「セーフティ・チャレンジ・かながわ」への

協賛

協賛金支援と実行委員会に職員を派遣したほか、県交通安全協会

職員が交通安全コンクールに参加した。

(2) 交通安全に関する広報・啓発事業の推進

県内の交通事故情勢を踏まえ、県交通安全協会機関誌「かながわの

交通」を年間12回、50,400部、県警察監修による「交通安全カレンダ

ー」1,000部を作成・配付した。さらに県交通安全協会ホームページ及

びＸ（旧ツイッター）により、交通事故発生状況や各季の安全運動を

中心とした活動状況を掲載し、重点課題に沿った交通安全思想の普及

・啓発活動事業等を積極的に推進した。

ア 子どもと高齢者の交通事故防止

子どもと高齢者の歩行中の事故を防止するため、地区安全協会に

対し、キャラクターの絵が入ったタックルバンドなど多種多様な反

射材を配付した。また、Ｘ（旧ツイッター）を通じ、高齢者の加齢

による行動特性の変化について自覚を促すとともに、免許証の自主

返納を呼びかけた。

(ｱ) 子どもの道路交通における安全を確保するため、交通指導員等が

行う通学路等における見守り活動に対して、資器材等を提供した。

(ｲ) 子どもの安全・安心を確保するため、X（旧ツイッター）を活用

した、キャラクターによる分かり易い広報・啓発活動を実施した。

(ｳ) 高齢者の加齢による行動特性の変化に自覚を促すため、交通安全

資器材を貸し出したほか、X（旧ツイッター）を通じ、交通安全意

識の高揚を図るための広報、免許証自主返納の呼びかけなど、広報

・啓発活動を推進した。
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(ｴ) 歩行者が被害に遭わないために、キャラクターの絵が入ったタッ

クルバンドなど多種多様な反射材を地区安全協会に配付した。

イ 自転車の交通事故防止と安全利用の促進

Ｘ（旧ツイッター）等を通じて、（ア）～（エ）について、県民へ

の周知を行った。

(ｱ) 自転車利用者のマナーアップと交通安全意識の高揚を図るための

広報・啓発活動を推進した。

(ｲ) 歩道通行時における交通ルールや、スマートフォン等の画面を操

作（注視）しながらの乗車、イヤホンを使用して周囲の音が聞こえ

ない状態で乗車する危険性について、周知徹底を図った。

(ｳ) 全ての自転車利用者に対するヘルメットの着用努力義務につい

て、あらゆる機会を通じ広報・啓発活動を積極的に推進した。

(ｴ) ＴＳマーク制度の普及による損害賠償責任保険への加入促進を呼

びかけるとともに、特に夜間における自転車事故を防止するため、

反射材の装着を働きかけた。

○ ＴＳマーク 19,750枚を交付

ウ 二輪車の交通事故防止

Ｘ（旧ツイッター）等を通じて、（ア）～（ウ）について、県民へ

の周知を行った。

(ｱ) 二輪車事故の割合が高いことを踏まえ、通勤・通学、業務、行楽

等での二輪車利用者に対する安全運転の広報・啓発活動を行った。

(ｲ) 二輪車安全運転講習などへの積極的参加を促し、交通事故の発生

実態やヘルメットの正しい着用、プロテクター、エアーバックジャ

ケットの着用効果などについて広報・啓発活動を積極的に推進し

た。

(ｳ) 特定小型原動機付自転車等の、新たなモビリティの安全利用につ

いて広報啓発を推進した。

エ 横断歩行者保護対策

(ｱ) ドライバーに対する横断歩行者保護意識の高揚と定着を図るため

Ｘ（旧ツイッター）等を通じて、広報・啓発活動を積極的に推進し

た。

(ｲ) 歩行者の横断歩道横断時における保護誘導活動を支援するため、

キャンペーン等における啓発物品を各地区交通安全協会に配付し
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た。

オ ハンドルキーパー運動の推進

(ｱ) 飲酒運転を根絶するため、飲食店などで、飲酒しない人を運転

者として確保することにより、飲酒運転を防止するという「ハン

ドルキーパー運動」を広く県民に周知し、参加を呼びかける広報

・啓発活動を推進した。

(ｲ) 企業等の安全運転講習に飲酒運転事故の悲惨さを訴える視聴覚

教材を貸し出し、飲酒運転根絶の気運を高めた。

カ シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の促進

全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹

底を図るため「シートベルト、エアバッグ衝撃体感装置」を活用し

た体験教室の開催や、街頭キャンペーン等を積極的に支援した。

キ 薄暮時間帯及び夜間における交通事故防止

(ｱ) 薄暮時間帯及び夜間において、歩行者が被害者となる交通死亡

事故を防止するため、地区安全協会を通じて反射材を配布し、着

用の促進を図った。

(ｲ) 運転者に対して、Ｘ（旧ツイッター）等を通じて、前照灯の早

めの点灯やハイビームの効果的な活用を呼びかけるための広報・

啓発活動を実施した。

(3) 交通安全に関する教育事業の推進

子どもと高齢者の交通事故防止及び自転車、二輪車の安全意識の高

揚を図るため、次の活動を推進した。

ア 子どもに対する交通安全指導

子どもの交通事故を防止するため、子どもたちの年齢に応じて段

階的に交通ルールを理解させるため、幼稚園、小学校における体験

型交通安全教室や保護者を対象とした交通安全講習会等を支援した。

○ 安全講習会を36地区で395回開催し、延べ45,720人が参加した。

イ 高齢者に対する交通安全指導と講習会の支援

高齢者の交通事故を防止するため、地区交通安全協会と地域交通

安全活動推進委員が連携した高齢者交通安全教室等の開催を支援し

たほか、運転に不安がある高齢者に対し、運転免許試験場のコース

開放の利用・参加を呼びかけ安全運転を支援した。また、夜間の交

通事故防止に効果的な反射材の装着や、高齢者の行動特性に配慮し

た参加・体験型の交通安全講習会等を支援した。



- 9 -

○ 体験型講習会等を、19地区で49回開催し、延べ2,221人が参加

した。

ウ 自転車安全教育の推進

自転車安全教育推進委員会の開催など、関係機関・団体との連携

を強化して、自転車による交通事故防止を図るとともに、次の安全

教育活動を積極的に推進した。

(ｱ) 自転車安全教育指導員の育成

県警察と連携して、自転車安全教育指導員を育成するための講

習会等を開催した。

(ｲ) チリリン・スクール（自転車安全教室）の積極的支援

警察署、自転車安全教育指導員等と連携して、自転車利用者の

交通ルールの遵守とマナーの向上を図り、自転車の安全利用を促

進する自転車安全教育を支援した。

○ 交通安全講話 45回開催し、延べ1,280人が参加した。

○ 小冊子「自転車安全教室」を9,000部配布

(ｳ) 自転車大会の開催

６月22日（土）、「第52回交通安全こども自転車神奈川県大会」

を開催し、交通ルールの遵守とマナー向上の浸透を図った。

○ 大会には、県内４地区から６小学校９チーム36人が参加した。

エ 二輪車安全教育の推進

二輪車安全運転推進委員会を開催するなど、関係機関・団体との

連携を強化して二輪車による交通事故防止を図るとともに、次の安

全教育活動を積極的に推進した。

(ｱ) 二輪車安全運転指導員の育成

二輪車安全運転指導員を対象とした研修会を実施し、指導能力

及び運転技能の向上を図った。

(ｲ) 二輪車安全運転技能の向上

当協会が主催する「かながわバイクリカレントスクール」を実

施したほか、警察主催の「セーフティ・ライダーズ・スクール」

及び県二輪車普及安全協会が主催する「ベーシックライディング

レッスン」の開催を支援した。

○ かながわﾊﾞｲｸﾘｶﾚﾝﾄｽｸｰﾙ ６回開催、延べ205人参加

○ ｾｰﾌﾃｨ・ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ・ｽｸｰﾙ ８回開催、延べ323人参加

○ ﾍﾞｰｼｯｸ ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾚｯｽﾝ ４回開催、延べ109人参加
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オ 交通安全資器材の充実と活用促進

(ｱ) 新たな交通安全資器材の購入

○ 運転操作器（自動車運転シミュレーター）１台購入

(ｲ) 交通安全教育用資器材の効果的活用

ａ 自転車シミュレーターの活用

自転車シミュレーター３台を備え、地区交通安全協会、行政

機関、学校等に11回貸し出した。

ｂ 飲酒体験ゴーグルの活用

飲酒運転根絶を目的とした地区交通安全協会のキャンペーン、

企業の交通安全指導等に「飲酒体験ゴーグル」を45回貸し出し

た。

ｃ シートベルトエアバッグ衝撃体感装置の活用

シートベルト着用の定着化を図るための地区交通安全協会の

イベント等に「シートベルトエアバッグ衝撃体感装置」を３回

貸し出した。

ｄ ＤＶＤの活用

交通安全教育用ＤＶＤ108本を備え、県警察本部、警察署、地

区交通安全協会、企業及び学校に75回貸し出した。

ｅ その他の資器材の活用

上記のほか、信号機セット、視野診断計、ミニ白バイ及び着

ぐるみ等を貸し出した。

(4) 情報発信活動

ア 機関誌の編集・発行

県交通安全協会及び各地区交通安全協会の各種活動等を広く県民

に紹介する機関誌「かながわの交通」を年間12回、50,400部発行し、

広報・啓発活動を推進した。

イ ホームページ・ＳＮＳを活用した情報発信

県交通安全協会及び各地区交通安全協会の活動等に理解を深めて

もらうとともに、一人でも多くの方の会員への加入促進を図るため、

ホームページ掲載内容の充実を図るとともに、Ｘ（旧ツイッター）

を活用した情報発信活動を展開した。

【令和６年度、X(旧ツイッター)の発信状況】

○ 発信開始日 令和６年６月18日

○ 発信日数 194日
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○ 発信回数 1,034（一日平均5.3回）

○ 発信内容

・県交通安全協会の活動等 338回（33％）

・地区交通安全協会の活動等 111回（11％）

・関係団体の活動等 206回（20％）

・その他（日常的なこと） 379回（36％）

○ 最高閲覧数 114,000回

ウ その他

地区交通安全協会が主催する各種イベント等を支援し、広報・啓

発活動を積極的に推進した。

(5) 交通指導員事業

交通指導員事業は、地域において交通ボランティア活動の中核をな

す交通指導員の活動をより効果的なものとするため、各地区交通安全

協会と密接な連携を図り、交通事故等の実態や交通情勢の情報発信、

資器材の提供を行うなど、次のとおり推進した。

ア 交通安全指導員連絡会議の開催

県警察の指導を得て、交通指導員連絡会議を開催し、研修会や意

見発表など交通指導員のレベルアップを図る効果的な組織運営を推

進した。

イ 資器材の配付

見守り活動などで使用する警報機付横断指導旗を80本配付した。

(6) 交通安全功労者及び優良運転者の表彰

ア 県交通安全協会会長表彰 327名19団体

イ 県警察本部長・県交通安全協会会長連名表彰 152名

ウ 全日本交通安全協会会長表彰 銅章152名

エ 関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会会長連名表彰 31名４団体

オ 警察庁長官・全日本交通安全協会会長連名表彰 金章７名・銀章26名

(7) 地区交通安全協会に対する連絡調整及び協力支援

ア 交通安全諸活動に対する支援

地区交通安全協会が実施する各種の交通安全活動に使用する交通

安全資器材等の貸出

○ 交通安全教室用信号機セット 10回

○ 視野診断計 ７回

○ ミニ白バイ 34回
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イ 交通安全啓発活動の支援

ポスター、チラシの配布を支援

○ 配付枚数 ポスター 2,610枚 チラシ 1,800枚

ウ 地区交通安全協会の運営に関する連携・調整

運転免許行政手数料のキャッシュレス化等の変革に対応するため

の取組を強化

(ｱ) 会議における示達・取組方策の紹介

６月に行われる地区事務長会議を地区会長も含めた「地区会長

・事務長会議」に変更し、現状や今後の取組方策、効果的な方策

の紹介などを行った。

９月の地区会長会議においても、通常の会議内容を変更して、

現状の示達や、今後の取組方策などの示達を行った。

(ｲ) 各地区交通安全協会への訪問

４月から、総務課の体制を増強して、県警察の担当係官と共に

全地区交通安全協会を訪問し、現状の把握と今後の取組等につい

て相談対応を行い、その後も逐次相談対応に取り組んだ。

(ｳ) 現金収納システム（ＭＭＫ）の導入

業者との連絡・調整を図り、導入説明会等を開催するなどして、

地区交通安全協会への導入に向けて支援を行った。

(8) 交通安全対策に関する調査及び研究

ア 県及び県警察と連携した交通事故分析の実施と活用

交通事故日報、月別交通事故統計資料等を基に交通事故原因の分

析、調査及び研究を行い各種交通安全対策に反映させた。

イ 外部機関・団体等が開催する研修会等への参加

外部機関・団体等が開催する研修会等に確実に参加するとともに、

研修会等で得た交通安全に関する情報については、日常実施される

講習や各種会合等において、有効的に提供活用を行った。

２ 交通安全講習等事業

神奈川県公安委員会からの受託事業である各種講習事業においては、

運転者の資質の向上と交通事故防止に寄与するため、職員のレベルアッ

プを図り、リアルタイムな交通事故発生状況等の交通情勢や資料の提供

を行うなど､充実した講習事業を推進した。

(1) 免許証更新時講習
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70歳未満の運転免許の更新者に対する講習

○ 講 習 回 数 127,229回（前年度比＋ 2,261回）

○ 講習受講者数 1,084,338人（前年度比＋47,952人）

(2) 停止処分（短期・中期・長期）者講習

○ 講 習 回 数 1,535回（前年度比＋ ３回）

○ 講習受講者数 7,565人（前年度比－991人）

(3) 違反者講習

軽微な違反行為（３点以下の違反行為）をして累積点数が６点（交

通事故では、１回で６点の場合を含む。）になった者に対する講習

○ 講 習 回 数 829回（前年度比 －41回）

○ 講習受講者数 5,032人（前年度比－338人）

(4) 原付免許取得時講習

原付免許を取得しようとする者に、原付の安全操作・走行方法等必

要な知識を習得させるための講習

○ 講 習 回 数 242回（前年度比 ＋１回）

○ 講習受講者数 5,509人（前年度比－118人）

(5) 免許講習連絡通知業務

免許証更新通知、高齢者講習通知、違反者講習通知、臨時認知機能

検査通知及び臨時高齢者講習通知

○ 免許証更新通知 1,364,343件（前年度比＋111,200件）

○ 高齢者講習通知 260,458件（前年度比 ＋32,157件）

○ 違反者講習通知 5,855件（前年度比 －405件）

○ 臨時認知機能検査通知 20,210件（前年度比 ＋2,247件）

○ 臨時高齢者講習通知 27件（前年度比 －９件）

合 計 1,650,893件（前年度比＋145,190件）

３ 交通安全円滑化等支援事業

道路における交通の安全と円滑を確保するため、県交通安全活動推進

センターの活動として、次の事業を行った。

(1) 道路使用に係る道路又は交通の状況に関する調査

警察署長の委託に基づき、道路使用許可事項及び条件の履行状況の

調査、確認、道路使用許可終了後の現状回復状況の調査、確認を実施

した。

○ 49,583件（前年度比＋1637件）の調査、確認を実施した。
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(2) 地域交通安全活動推進委員の運営事業

警察署長の推薦に基づき、県公安委員会が委嘱している地域交通安

全活動推進委員に対して、教養・研修を実施して、地域における交通

の安全と円滑に資する活動の強化を図った。

○ 地域交通安全活動推進委員1,109人に対し、地区研修107回、キ

ャンペーン等の支援を30回実施した。

(3) 交通事故相談等活動

交通事故関係者からの相談に適切に対応するため、「交通事故相談室」

を設置し、その不安の解消を図るとともに、一般的な道路交通に関す

る相談等にも適切に対応した。また、11月開催の「自動車何でも相談

所」に職員を派遣し、自動車に関する相談や交通事故相談に対応した。

○ 交通事故等相談31件（前年度比－９件）を受理、対応した。

４ 免許関係事務等事業

免許取得者等の利便を図るため、次の事業を行った。

(1) 総合案内業務

運転免許センターに来場する多様な利用者への場内案内業務

○ 案内件数 193,290件（前年度比－2,811件）

(2) 免許証交付業務

運転免許センターにおける免許取得者及び免許更新者に対する免許

証の交付業務

○ 免許証交付件数 9,841件（前年度比－130件）

(3) 免許証郵送業務

更新免許証及び運転免許経歴証明書の郵送希望者に対し、住所地等

への郵送手続業務

○ 郵送件数 104,141件（前年度比－1,177件）

(4) 交通安全関連物品の紹介及び販売業務

交通安全情報誌、初心運転者標識等の交通安全活動に資する物品の

紹介及び販売業務

○ 販売件数 154件（前年度比＋１件）

５ 技能試験等に使用する車両の維持管理、コース練習事業

運転免許技能試験及び各種実技法定講習等に必要な車両を保有し、適

切に維持管理して、試験・講習業務の効率的な運営に資するほか、運転
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免許センターにおける運転練習者への車両貸与やコース練習事業を適切

に推進した。

令和６年度の貸車・コース練習事業

○ 試験・講習車の貸出し 48,259回（前年度比＋881回）

○ 練習車の貸出し 6,385回（前年度比－240回）


